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(57)【要約】
【課題】均一な検査を行うことができるとともに検査時
間の短縮を図ることができる測定装置を提供すること。
【解決手段】測定装置１は、測定光を発する発光素子と
、測定光を射出する測定光射出部と、反射測定光を受光
する受光部と、反射測定光の受光信号を発生する受光素
子と、を有し、受光信号に基づき測定対象物の測距を行
う測距部と、測定光を走査可能な偏向部と、測距部およ
び偏向部を制御する制御部と、を備える。制御部は、測
定対象物の面１００を把握し、測定対象物の面１００に
おいて等間隔に配置されるライン１１１であって基準方
向に平行な成分１１１ａおよび垂直な成分１１１ｂを含
むライン１１１を有するグリッド１１０を生成し、測定
光の走査軌跡がグリッド１１０のライン１１１を辿るよ
うに偏向部の偏向作動を制御する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定光を発する発光素子と、前記測定光を射出する測定光射出部と、反射測定光を受光
する受光部と、前記反射測定光を受光して受光信号を発生する受光素子と、を有し、前記
受光素子からの受光信号に基づき測定対象物の測距を行う測距部と、
　前記測定光を走査可能な偏向部と、
　前記測距部および前記偏向部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記測定対象物の面を把握し、前記測定対象物の面において等間隔に配
置されるラインであって基準方向に平行な成分および垂直な成分を含むラインを有するグ
リッドを生成し、前記測定光の走査軌跡が前記グリッドの前記ラインを辿るように前記偏
向部の偏向作動を制御することを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　前記偏向部は、前記測定光の射出方向を基準光軸に対して偏向するとともに所定の中心
に対して周方向に前記測定光を走査可能であることを特徴とする請求項１に記載の測定装
置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記基準光軸の方向を前記基準方向に設定することを特徴とする請求項
２に記載の測定装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記測定対象物の面に隣接した側面の方向を把握し、前記側面の方向を
前記基準方向に設定することを特徴とする請求項１または２に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記測定対象物の面と、前記測定対象物の面に隣接した側面と、の境界
を跨ぐ範囲において前記測定光を走査することにより前記測定対象物の面を把握するとと
もに前記側面の方向を把握し、前記側面の方向を前記基準方向に設定することを特徴とす
る請求項１または２に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記側面と、前記測定対象物の面に対向した対向面と、の境界を跨ぐ範
囲において前記測定光をさらに走査することにより前記対向面を把握するとともに前記側
面の方向をさらに把握し、前記側面の方向を前記基準方向に設定することを特徴とする請
求項５に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記測定対象物の面を把握するために選択された前記測定対象物の面上
の第１点と、前記第１点とは離れた位置において選択された前記測定対象物の面上の第２
点と、を結ぶ線の方向を前記基準方向に設定することを特徴とする請求項１または２に記
載の測定装置。
【請求項８】
　前記測定対象物の面の画像を取得する撮像部をさらに備え、
　前記制御部は、前記撮像部により取得された前記画像に基づいて、前記測定対象物の面
と前記測定対象物の面に隣接した側面との境界と、前記測定対象物の面に対向した対向面
と前記側面との境界と、の消失点を算出し、前記消失点に基づいて前記測定対象物の面お
よび前記対向面を把握するとともに前記側面の方向を把握し、前記側面の方向を前記基準
方向に設定することを特徴とする請求項１または２に記載の測定装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　土木や建築等の現場において、例えば床などのコンクリート施工の検査が行われている
。コンクリート施工の検査としては、例えばコンクリートの面の任意の位置における３次
元座標の検出が挙げられる。あるいは、例えばコンクリートの建築物の距離測定や形状測
定などが挙げられる。コンクリート施工の検査においては、例えば、標尺レベルや３次元
レーザスキャナ装置などが用いられる。
【０００３】
　例えばコンクリートの面の高さを標尺レベルを用いて測定する場合には、作業者が任意
のグリッドを辿って１点ごとに高さを測定する。そのため、標尺レベルを用いた測定では
、測定作業が煩雑であるとともに、測定作業に多大な時間を要するという問題がある。
【０００４】
　特許文献１には、３次元レーザスキャナ装置の例が開示されている。特許文献１に記載
されたレーザスキャナのような３次元レーザスキャナ装置は、例えば、鉛直方向に一定の
角度間隔で測距レーザを連続的に照射し、かつ水平方向に本体を回転させることで鉛直方
向と水平方向の２軸の回転方向に沿って走査を行うことができる。しかし、３次元レーザ
スキャナ装置を用いてコンクリート施工の検査を行うと、鉛直方向に一定の角度間隔で測
距レーザを照射しているため、レーザスキャナから測定対象物までの距離が長くなるにつ
れて、得られる測距データの点密度が疎になることがある。そうすると、コンクリート施
工の均一な検査を行うことができないという問題がある。また、多大な測距データの後処
理作業が必要であり、後処理作業にかかる時間を含む検査時間に多大な時間を要するとい
う問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１８－６６５７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたものであり、均一な検査を行うことがで
きるとともに検査時間の短縮を図ることができる測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題は、測定光を発する発光素子と、前記測定光を射出する測定光射出部と、反射
測定光を受光する受光部と、前記反射測定光を受光して受光信号を発生する受光素子と、
を有し、前記受光素子からの受光信号に基づき測定対象物の測距を行う測距部と、前記測
定光を走査可能な偏向部と、前記測距部および前記偏向部を制御する制御部と、を備え、
前記制御部は、前記測定対象物の面を把握し、前記測定対象物の面において等間隔に配置
されるラインであって基準方向に平行な成分および垂直な成分を含むラインを有するグリ
ッドを生成し、前記測定光の走査軌跡が前記グリッドの前記ラインを辿るように前記偏向
部の偏向作動を制御することを特徴とする本発明に係る測定装置により解決される。
【０００８】
　本発明に係る測定装置によれば、制御部は、測定対象物の面を把握し、測定対象物の面
において等間隔に配置されるラインを有するグリッドを生成する。グリッドのラインは、
基準方向に平行な成分と、基準方向に垂直な成分と、を含む。そして、制御部は、測定光
の走査軌跡がグリッドのラインを辿るように偏向部の偏向作動を制御する。これにより、
本発明に係る測定装置は、例えばコンクリート等の測定対象物の面に関する３次元座標の
集合体である点群データ（成果物）を測定対象物の面において等間隔で取得することがで
きる。そのため、本発明に係る測定装置は、測定対象物の面に関して均一な検査を行うこ
とができる。また、本発明に係る測定装置は、測定対象物の面に関して均一な検査を行う
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ことができるため、取得された点群データをそのまま用いてヒートマップ等を作成する場
合であっても、可視化が容易なヒートマップ等を作成することができる。そのため、点群
データを取得した後のデータ処理作業にかかる時間を短くすることができ、後処理作業の
時間を含む検査時間の短縮を図ることができる。
【０００９】
　本発明に係る測定装置において、好ましくは、前記偏向部は、前記測定光の射出方向を
基準光軸に対して偏向するとともに所定の中心に対して周方向に前記測定光を走査可能で
あることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る測定装置によれば、偏向部は、測定光の走査軌跡を例えば円とするスキャ
ン（円スキャン）を行うことができる。これにより、制御部は、測定対象物の面をより高
い精度で把握することができ、基準方向に平行な成分および垂直な成分を含むラインを有
するグリッドをより高い精度で生成することができる。
【００１１】
　本発明に係る測定装置において、好ましくは、前記制御部は、前記基準光軸の方向を前
記基準方向に設定することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る測定装置によれば、制御部は、測定光の射出方向が偏向部により偏向され
ていないときの射出光軸または受光光軸に合致する基準光軸の方向を基準方向に設定する
。すなわち、基準光軸は、偏向部の中心を透過する真直な光軸である。そのため、基準光
軸の方向は、測定装置が向いている方向に相当する。そして、制御部は、測定装置が向い
ている方向に基づいて、基準光軸の方向（基準方向）に平行な成分と、基準光軸の方向に
垂直な成分と、を含むラインを有するグリッドを生成する。そのため、本発明に係る測定
装置は、測定装置が向いている方向（基準光軸の方向）に基づいて生成されたグリッドの
ラインを辿って点群データを測定対象物の面において等間隔で取得することができる。そ
のため、例えば鉛直方向に延びた回転軸を中心とする水平方向の回転角を検出する水平エ
ンコーダ等の水平角検出器は、必ずしも設けられていなくともよい。そのため、本発明に
係る測定装置は、簡易的な構成で、測定対象物の面に関して均一な検査を行うことができ
るとともに検査時間の短縮を図ることができる。
【００１３】
　本発明に係る測定装置において、好ましくは、前記制御部は、前記測定対象物の面に隣
接した側面の方向を把握し、前記側面の方向を前記基準方向に設定することを特徴とする
。
【００１４】
　本発明に係る測定装置によれば、制御部は、測定対象物の面に隣接した側面の方向を基
準方向に設定する。そのため、制御部は、側面の方向に基づいて、側面の方向（基準方向
）に平行な成分と、側面の方向に垂直な成分と、を含むラインを有するグリッドを生成す
る。そのため、本発明に係る測定装置は、測定装置が向いている方向（基準光軸の方向）
だけではなく、測定対象物の面に隣接した側面の方向に基づいて生成されたグリッドのラ
インを辿って点群データを測定対象物の面において等間隔で取得することができる。その
ため、本発明に係る測定装置は、測定対象物の面に関して均一な検査を行うことができる
とともに検査時間の短縮を図ることができる。
【００１５】
　本発明に係る測定装置において、好ましくは、前記制御部は、前記測定対象物の面と、
前記測定対象物の面に隣接した側面と、の境界を跨ぐ範囲において前記測定光を走査する
ことにより前記測定対象物の面を把握するとともに前記側面の方向を把握し、前記側面の
方向を前記基準方向に設定することを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る測定装置によれば、制御部は、測定対象物の面と、測定対象物の面に隣接
した側面と、の境界を跨ぐ範囲において測定光を走査する。そして、制御部は、測定対象
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物の面を把握し、側面の方向を基準方向に設定する。このように、制御部は、測定対象物
の面を把握と、基準方向の設定と、を一度の走査により行うことができる。これにより、
検査時間のより一層の短縮を図ることができる。
【００１７】
　本発明に係る測定装置において、好ましくは、前記制御部は、前記側面と、前記測定対
象物の面に対向した対向面と、の境界を跨ぐ範囲において前記測定光をさらに走査するこ
とにより前記対向面を把握するとともに前記側面の方向をさらに把握し、前記側面の方向
を前記基準方向に設定することを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る測定装置によれば、測定対象物の面と側面との境界だけではなく、側面と
、測定対象物の面に対向した対向面と、の境界を跨ぐ範囲において測定光をさらに走査す
る。例えば、測定対象物の面が床面である場合には、測定対象物の面に対向した対向面は
、天井面である。そのため、本発明に係る測定装置は、測定対象物の面だけではなく、測
定対象物の面に対向した対向面に関しても、対向面に隣接した側面の方向に基づいて生成
されたグリッドのラインを辿って点群データを対向面において等間隔で取得することがで
きる。これにより、測定対象物の面に対向した対向面に関しても均一な検査を行うことが
できるとともに検査時間の短縮を図ることができる。例えば、天井面などの対向面や壁面
などの側面に沿って配置された配管の径の測定などのように、測定箇所を絞った検査を行
うことができ、検査時間の短縮を図ることができる。
【００１９】
　本発明に係る測定装置において、好ましくは、前記制御部は、前記測定対象物の面を把
握するために選択された前記測定対象物の面上の第１点と、前記第１点とは離れた位置に
おいて選択された前記測定対象物の面上の第２点と、を結ぶ線の方向を前記基準方向に設
定することを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る測定装置によれば、制御部は、例えば測定装置が向いている方向（基準光
軸の方向）や測定対象物の面に隣接した側面の方向などに関係なく、任意の成分を含むラ
インを有するグリッドを生成する。そのため、本発明に係る測定装置は、任意に選択され
た第１点と第２点とを結ぶ線の方向に基づいて生成されたグリッドのラインを辿って点群
データを測定対象物の面において等間隔で取得することができる。そのため、本発明に係
る測定装置は、例えば測定対象物の面に隣接した側面などが設置されていない現場におい
ても点群データを測定対象物の面において等間隔で取得することができる。これにより、
本発明に係る測定装置は、例えば測定対象物の面に隣接した側面などが設置されていない
現場においても、測定対象物の面に関して均一な検査を行うことができるとともに検査時
間の短縮を図ることができる。
【００２１】
　本発明に係る測定装置は、好ましくは、前記測定対象物の面の画像を取得する撮像部を
さらに備えることを特徴とする。また、前記制御部は、前記撮像部により取得された前記
画像に基づいて、前記測定対象物の面と前記測定対象物の面に隣接した側面との境界と、
前記測定対象物の面に対向した対向面と前記側面との境界と、の消失点を算出し、前記消
失点に基づいて前記測定対象物の面および前記対向面を把握するとともに前記側面の方向
を把握し、前記側面の方向を前記基準方向に設定することを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る測定装置によれば、制御部は、撮像部により取得された測定対象物の面の
画像に基づいて、測定対象物の面と測定対象物の面に隣接した側面との境界と、測定対象
物の面に対向した対向面と測定対象物の面に隣接した側面との境界と、の消失点を算出す
る。そして、制御部は、算出した消失点に基づいて、測定対象物の面および対向面を把握
するとともに側面の方向を把握し、側面の方向を基準方向に設定する。これにより、消失
点に基づいて把握された測定対象物の面および対向面に関して、側面の方向に基づいて生
成されたグリッドのラインを辿って点群データを測定対象物の面および対向面において等
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間隔で取得することができる。これにより、制御部が消失点を算出することにより、測定
対象物の面および対向面に関して均一な検査を行うことができるとともに検査時間の短縮
を図ることができる。例えば、天井面などの対向面や壁面などの側面に沿って配置された
配管の径の測定などのように、測定箇所を絞った検査を行うことができ、検査時間の短縮
を図ることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、均一な検査を行うことができるとともに検査時間の短縮を図ることが
できる測定装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施形態に係る測量システムを表す斜視図である。
【図２】本実施形態のレーザスキャナを表す概略構成図である。
【図３】本実施形態の偏向部を表す概略図である。
【図４】本実施形態に係る測量システムを表す概略構成図である。
【図５】本実施形態の演算制御部が実行する処理を表すフローチャートである。
【図６】本実施形態の偏向部の作用説明図である。
【図７】本実施形態のグリッドの生成を説明する概略図である。
【図８】本実施形態の基準方向の第１変形例を説明する概略図である。
【図９】本実施形態の基準方向の第２変形例を説明する概略図である。
【図１０】本実施形態の基準方向の第３変形例を説明する概略図である。
【図１１】本実施形態の基準方向の第３変形例を説明する概略図である。
【図１２】本実施形態の基準方向の第４変形例を説明する概略図である。
【図１３】本実施形態の基準方向の第５変形例を説明する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を、図面を参照して詳しく説明する。
　なお、以下に説明する実施形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好まし
い種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定
する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。また、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【００２６】
　先ず、図１において、本実施形態に係る測量システム（測定装置）について概略を説明
する。本実施形態に係る測量システム１は、本発明の「測定装置」の一例である。図１に
表した光軸Ｏは、後述する偏向部３５により偏向されていない状態での光軸を示す。偏向
部３５により偏向されていない状態での光軸は、偏向部３５の中心を透過する真直な光軸
であり、基準光軸に相当する。
【００２７】
　測量システム１は、主に支持装置としての三脚２と、レーザスキャナ３と、操作装置４
と、回転台５と、を備える。回転台５は、三脚２の上端に取り付けられている。回転台５
にレーザスキャナ３は、横回転可能および縦回転可能に回転台５に取り付けられている。
【００２８】
　回転台５には、横方向に延びるレバー７が設けられる。作業者は、レバー７の操作によ
り、レーザスキャナ３を上下方向（鉛直方向）または横方向（水平方向）に回転させるこ
とができ、レーザスキャナ３を所要の姿勢で固定することも可能となっている。
【００２９】
　レーザスキャナ３は、測距部３Ａ（図２参照）と、姿勢検出部１７（図２参照）と、を
内蔵する。測距部３Ａは、測定光２３を測定対象物あるいは測定範囲に射出し、反射測定
光２４（図２参照）を受光して測定を行う。また、姿勢検出部１７は、レーザスキャナ３
の鉛直（又は水平）に対する姿勢を高精度に検出可能である。
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【００３０】
　操作装置４は、レーザスキャナ３との間で有線、無線等所要の手段を介して通信を行う
通信機能を有する。また、操作装置４は、アタッチメント８を介してレーザスキャナ３に
着脱可能となっている。作業者は、取り外した操作装置４を片手で保持し操作可能であり
、操作装置４によりレーザスキャナ３の遠隔操作を行うことができる。
【００３１】
　さらに、レーザスキャナ３は、画像、測定状態、測定結果等が操作装置４に送信する。
レーザスキャナ３から送信された画像、測定状態、測定結果等は、操作装置４に記憶され
操作装置４の表示部４ａ（図３参照）に表示される。操作装置４は、例えばスマートフォ
ンであってもよい。
【００３２】
　図２を参照して、レーザスキャナ３について説明する。
　レーザスキャナ３は、測定光射出部１１と、受光部１２と、測距演算部１３と、撮像部
１４と、射出方向検出部１５と、モータドライバ１６と、姿勢検出部１７と、通信部１８
と、演算制御部１９と、記憶部２０と、撮像制御部２１と、画像処理部２２と、を具備す
る。これらは、筐体９に収納され、一体化されている。なお、測定光射出部１１、受光部
１２、測距演算部１３等は、測距部３Ａの少なくとも一部を構成する。また、本実施形態
の演算制御部１９は、本発明の「制御部」の一例である。
【００３３】
　測定光射出部１１は、射出光軸２６を有する。射出光軸２６上には、例えばレーザダイ
オード（ＬＤ）などの発光素子２７が設けられている。また、射出光軸２６上に投光レン
ズ２８が設けられている。さらに、射出光軸２６上に設けられた偏向光学部材としての第
１反射鏡２９と、受光光軸３１（後述）上に設けられた偏向光学部材としての第２反射鏡
３２と、によって、射出光軸２６は、受光光軸３１と合致する様に偏向される。第１反射
鏡２９と第２反射鏡３２とで射出光軸偏向部の少なくとも一部が構成される。発光素子２
７は、パルスレーザ光線を発する。測定光射出部１１は、発光素子２７から発せられたパ
ルスレーザ光線を測定光２３として射出する。
【００３４】
　受光部１２について説明する。受光部１２には、測定対象物（即ち測定点）からの反射
測定光２４が入射する。受光部１２は、受光光軸３１を有する。受光光軸３１には、上記
した様に、第１反射鏡２９、第２反射鏡３２によって偏向された射出光軸２６が合致する
。
【００３５】
　偏向された射出光軸２６上に、即ち受光光軸３１上に偏向部３５（後述）が配設される
。偏向部３５の中心を透過する真直な光軸は、基準光軸Ｏとなっている。基準光軸Ｏは、
偏向部３５によって偏向されなかった時の射出光軸２６または受光光軸３１と合致する。
【００３６】
　偏向部３５を透過し、入射した受光光軸３１上に、結像レンズ３４と、例えばフォトダ
イオード（ＰＤ）などの受光素子３３と、が設けられている。結像レンズ３４は、反射測
定光２４を受光素子３３に結像する。受光素子３３は、反射測定光２４を受光し、受光信
号を発生する。受光信号は、測距演算部１３に入力される。測距演算部１３は、受光信号
に基づき測定点までの測距を行う。
【００３７】
　ここで、図３を参照して、偏向部３５について説明する。偏向部３５は、一対の光学プ
リズム３６ａ，３６ｂを有する。光学プリズム３６ａ，３６ｂは、それぞれ円板状であり
、受光光軸３１上に直交して配置され、重なり合い、平行に配置されている。光学プリズ
ム３６ａ，３６ｂとして、それぞれリズレープリズムが用いられることが、装置を小型化
するために好ましい。偏向部３５の中央部は、測定光２３が透過し、射出される第１偏向
部である測定光偏向部３５ａとなっており、中央部を除く部分は反射測定光２４が透過し
、入射する第２偏向部である反射測定光偏向部３５ｂとなっている。
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【００３８】
　光学プリズム３６ａ，３６ｂとして用いられるリズレープリズムは、それぞれ平行に形
成されたプリズム要素３７ａ，３７ｂと、多数のプリズム要素３８ａ，３８ｂと、を有し
、円板形状を呈する。光学プリズム３６ａ，３６ｂと、各プリズム要素３７ａ，３７ｂと
、プリズム要素３８ａ，３８ｂと、は、同一の光学特性を有する。
【００３９】
　プリズム要素３７ａ，３７ｂは、測定光偏向部３５ａを構成する。プリズム要素３８ａ
，３８ｂは、反射測定光偏向部３５ｂを構成する。リズレープリズムは、光学ガラスから
製作されてもよいが、光学プラスチック材料でモールド成形されてもよい。リズレープリ
ズムを光学プラスチック材料でモールド成形することで、安価なリズレープリズムを製作
できる。
【００４０】
　光学プリズム３６ａ，３６ｂは、それぞれ受光光軸３１を中心に独立して個別に回転可
能に配設されている。光学プリズム３６ａ，３６ｂは、回転方向、回転量、回転速度を独
立して制御されることで、射出光軸２６を通過する測定光２３を任意の方向に偏向し、受
光される反射測定光２４を受光光軸３１と平行に偏向する。光学プリズム３６ａ，３６ｂ
の外形形状は、それぞれ受光光軸３１を中心とする円形である。光学プリズム３６ａ，３
６ｂの直径は、反射測定光２４の広がりを考慮し、光学プリズム３６ａ，３６ｂが充分な
光量を取得できる様に設定されている。
【００４１】
　光学プリズム３６ａの外周には、リングギア３９ａが嵌設されている。光学プリズム３
６ｂの外周には、リングギア３９ｂが嵌設されている。リングギア３９ａには、駆動ギア
４１ａが噛合している。駆動ギア４１ａは、モータ４２ａの出力軸に固着されている。同
様に、リングギア３９ｂには、駆動ギア４１ｂが噛合している。駆動ギア４１ｂは、モー
タ４２ｂの出力軸に固着されている。モータ４２ａ，４２ｂは、モータドライバ１６に電
気的に接続されている。
【００４２】
　モータ４２ａ，４２ｂとしては、回転角を検出することができるもの、あるいは駆動入
力値に対応した回転をするもの、例えばパルスモータが用いられる。あるいは、モータの
回転量は、モータの回転量（回転角）を検出する例えばエンコーダ等の回転角検出器を用
いて検出されてもよい。モータ４２ａ，４２ｂの回転量がそれぞれ検出され、モータドラ
イバ１６によりモータ４２ａ，４２ｂが個別に制御される。なお、リングギア３９ａ，３
９ｂにそれぞれ直接取付けられたエンコーダが、リングギア３９ａ，３９ｂの回転角を直
接検出してもよい。
【００４３】
　駆動ギア４１ａ，４１ｂ、モータ４２ａ，４２ｂは、測定光射出部１１と干渉しない位
置、例えばリングギア３９ａ，３９ｂの下側に設けられている。
　投光レンズ２８、第１反射鏡２９、第２反射鏡３２、測定光偏向部３５ａ等は、投光光
学系の少なくとも一部を構成する。反射測定光偏向部３５ｂ、結像レンズ３４等は、受光
光学系の少なくとも一部を構成する。
【００４４】
　測距演算部１３は、発光素子２７を制御し、測定光２３としてパルスレーザ光線を発光
させる。測定光２３が、プリズム要素３７ａ，３７ｂ（測定光偏向部３５ａ）により、測
定点に向うよう偏向される。
【００４５】
　測定対象物から反射された反射測定光２４は、プリズム要素３８ａ，３８ｂ（反射測定
光偏向部３５ｂ）と、結像レンズ３４と、を介して入射し、受光素子３３に受光される。
受光素子３３は、受光信号を測距演算部１３に送出する。測距演算部１３は、受光素子３
３からの受光信号に基づき、パルス光毎に測定点（測定光２３が照射された点）の測距を
行う。測距データは、記憶部２０に格納される。而して、測距演算部１３は、測定光２３
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をスキャンしつつ、パルス光毎に測距を行うことで各測定点の測距データを取得できる。
【００４６】
　射出方向検出部１５は、モータ４２ａ，４２ｂに入力する駆動パルスをカウントするこ
とで、モータ４２ａ，４２ｂの回転角を検出する。あるいは、射出方向検出部１５は、エ
ンコーダからの信号に基づき、モータ４２ａ，４２ｂの回転角を検出する。また、射出方
向検出部１５は、モータ４２ａ，４２ｂの回転角に基づき、光学プリズム３６ａ，３６ｂ
の回転位置を演算する。
【００４７】
　さらに、射出方向検出部１５は、光学プリズム３６ａ，３６ｂの屈折率と回転位置とに
基づき、測定光２３の射出方向を演算し、演算結果を演算制御部１９に出力する。演算制
御部１９は、測定光２３の射出方向から基準光軸Ｏに対する測定点の水平角θ１および鉛
直角θ２を演算し、各測定点について、水平角θ１および鉛直角θ２を測距データに関連
付けることで、測定点の３次元データを求めることができる。
【００４８】
　姿勢検出部１７について説明する。姿勢検出部１７は、フレーム４５を有する。フレー
ム４５は、筐体９に固定され、あるいは構造部材に固定され、レーザスキャナ３と一体と
なっている。フレーム４５には、ジンバルを介してセンサブロック４６が取付けられてい
る。センサブロック４６は、直交する２軸を中心に３６０゜回転自在となっている。セン
サブロック４６には、第１傾斜センサ４７、第２傾斜センサ４８が取付けられている。
【００４９】
　第１傾斜センサ４７は、水平を高精度に検出するものである。第１傾斜センサ４７とし
ては、例えば水平液面に検出光を入射させ反射光の反射角度の変化で水平を検出する傾斜
検出器が挙げられる。あるいは、第１傾斜センサ４７としては、封入した気泡の位置変化
で傾斜を検出する気泡管が挙げられる。また、第２傾斜センサ４８は、傾斜変化を高応答
性で検出するものであり、例えば加速度センサである。なお、第１傾斜センサ４７および
第２傾斜センサ４８は、必ずしも設けられていなくともよい。
【００５０】
　センサブロック４６のフレーム４５に対する２軸についての相対回転角は、エンコーダ
４９，５０によって検出される。また、センサブロック４６を回転させ、水平に維持する
モータ（図示せず）が２軸に関して設けられている。モータは、第１傾斜センサ４７、第
２傾斜センサ４８からの検出結果に基づきセンサブロック４６を水平に維持する様に、演
算制御部１９によって制御される。
【００５１】
　センサブロック４６が傾斜していた場合（レーザスキャナ３が傾斜していた場合）、セ
ンサブロック４６に対する相対回転角がエンコーダ４９，５０によって検出され、エンコ
ーダ４９，５０の検出結果に基づき、レーザスキャナ３の傾斜角、傾斜方向が検出される
。センサブロック４６は、２軸について３６０゜回転自在であるので、姿勢検出部１７が
どの様な姿勢となろうとも（例えば、姿勢検出部１７の天地が逆になった場合でも）、全
方向での姿勢検出が可能である。
【００５２】
　姿勢検出において、高応答性を要求する場合は、第２傾斜センサ４８の検出結果に基づ
き姿勢検出と姿勢制御とが行われる。但し、一般的に、第２傾斜センサ４８の検出精度は
、第１傾斜センサ４７の検出精度よりも悪い。姿勢検出部１７は、高精度の第１傾斜セン
サ４７と高応答性の第２傾斜センサ４８とを具備することで、第２傾斜センサ４８の検出
結果に基づき姿勢制御を行い、第１傾斜センサ４７により高精度の姿勢検出を可能とする
。
【００５３】
　第１傾斜センサ４７の検出結果で、第２傾斜センサ４８の検出結果を較正することがで
きる。すなわち、第１傾斜センサ４７が水平を検出した時のエンコーダ４９，５０の値、
即ち実際の傾斜角と第２傾斜センサ４８が検出した傾斜角との間で偏差が生じれば、偏差
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に基づき第２傾斜センサ４８の傾斜角を較正することができる。
【００５４】
　従って、予め、第２傾斜センサ４８の検出傾斜角と、第１傾斜センサ４７による水平検
出とエンコーダ４９，５０の検出結果に基づき求めた傾斜角との関係を取得しておけば、
第２傾斜センサ４８に検出された傾斜角の較正（キャリブレーション）をすることができ
、第２傾斜センサ４８による高応答性での姿勢検出の精度を向上させることができる。
【００５５】
　演算制御部１９は、傾斜の変動が大きい時、傾斜の変化が速い時は、第２傾斜センサ４
８からの信号に基づき、モータを制御する。また、演算制御部１９は、傾斜の変動が小さ
い時、傾斜の変化が緩やかな時、すなわち第１傾斜センサ４７が追従可能な状態では、第
１傾斜センサ４７からの信号に基づき、モータを制御する。
【００５６】
　なお、記憶部２０には、第１傾斜センサ４７の検出結果と第２傾斜センサ４８の検出結
果との比較結果を示す対比データが格納されている。第２傾斜センサ４８からの信号に基
づき、第２傾斜センサ４８による検出結果を較正する。この較正により、第２傾斜センサ
４８による検出結果を第１傾斜センサ４７の検出精度まで高めることができる。よって、
姿勢検出部１７による姿勢検出において、高精度を維持しつつ高応答性を実現することが
できる。
【００５７】
　撮像部１４は、レーザスキャナ３の基準光軸Ｏと平行な撮像光軸４３を有し、例えば５
０°の画角を有するカメラであり、レーザスキャナ３のスキャン範囲を含む画像データを
取得する。撮像光軸４３と射出光軸２６及び基準光軸Ｏとの関係は既知となっている。ま
た、撮像部１４は、動画像、又は連続画像を取得可能である。
【００５８】
　撮像制御部２１は、撮像部１４の撮像を制御する。撮像制御部２１は、撮像部１４が動
画像、又は連続画像を撮像する場合に、動画像、又は連続画像を構成するフレーム画像を
取得するタイミングとレーザスキャナ３でスキャンするタイミングとの同期を取っている
。演算制御部１９は画像と点群データとの関連付けも実行する。
【００５９】
　撮像部１４の撮像素子４４は、画素の集合体であるＣＣＤあるいはＣＭＯＳセンサであ
る。撮像素子４４の各画素は、画像素子上での位置を特定できる。例えば、各画素は、撮
像光軸４３を原点とした座標系での画素座標を有する。画像素子上での位置は、画素座標
によって特定される。画像処理部２２は、撮像部１４で取得した画像データに操作装置４
で表示させる情報を重ね合わせる画像処理等を行う。画像処理部２２が生成した画像は、
演算制御部１９により操作装置４の表示部４ａに表示される。
【００６０】
　図４を参照して、本実施形態に係る測量システム１をさらに説明する。
　図４に表したように、本実施形態に係る測量システム１は、図２に表したブロック図に
対して、水平回転駆動部５１と、鉛直回転駆動部５２と、水平角検出器５３と、鉛直角検
出器５４と、を備える。また、操作装置４は、例えば操作者の指の接触等を検出可能なタ
ッチパネルを含むディスプレイであり、表示部４ａと、操作部４ｂと、を有する。
【００６１】
　水平回転駆動部５１は、演算制御部１９から送信された制御信号に基づいて、モータ（
図示略）が発生する駆動力により、鉛直方向に延びた軸（鉛直軸）Ｚ１を中心にレーザス
キャナ３を水平方向に回転させる。鉛直回転駆動部５２は、演算制御部１９から送信され
た制御信号に基づいて、モータ（図示略）が発生する駆動力により、水平方向に延びた軸
（水平軸）Ｘ１を中心にレーザスキャナ３を鉛直方向に回転させる。なお、本実施形態に
係る測量システム１は、必ずしも、水平回転駆動部５１および鉛直回転駆動部５２を備え
ていなくともよい。
【００６２】
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　水平角検出器５３は、水平方向の基準位置に対するレーザスキャナ３の水平方向の回転
角を検出するセンサである。水平角検出器５３は、レーザスキャナ３の水平方向の回転角
を検出し、演算制御部１９へ伝達する。演算制御部１９は、水平角検出器５３から伝達さ
れる水平方向の回転角が所望の目標値となるように、レーザスキャナ３の水平方向の位置
を制御する。
【００６３】
　鉛直角検出器５４は、鉛直方向の基準位置に対するレーザスキャナ３の鉛直方向の回転
角を検出するセンサである。鉛直角検出器５４は、レーザスキャナ３の鉛直方向の回転角
を検出し、演算制御部１９へ伝達する。演算制御部１９は、鉛直角検出器５４から伝達さ
れる鉛直方向の回転角が所望の目標値となるように、レーザスキャナ３の鉛直方向の位置
を制御する。
【００６４】
　表示部４ａは、測距演算部１３、画像処理部２２および演算制御部１９が処理する各種
の情報を表示して測量システム１の操作者に通知する装置である。
　操作部４ｂは、測量システム１の操作者による操作を受け付けて測量システム１の各種
の設定や測距演算部１３および演算制御部１９に対する指示を入力する装置である。
【００６５】
　図５～図７を参照して、レーザスキャナ３の測定作動について説明する。まず、三脚２
を既知点、または所定点に設置し、基準光軸Ｏを測定対象物に向ける。この時の基準光軸
Ｏの水平角は、回転台５の水平角検出機能によって検出され、基準光軸Ｏの水平に対する
傾斜角は、姿勢検出部１７によって検出される。
【００６６】
　続いて、ステップＳ１１において、作業者は、撮像部１４により取得され表示部４ａに
表示された画像上において、例えばコンクリートの面などの測定対象物の面（測定面）１
００を操作部４ｂを用いて指示する。測定面１００の指示は、作業者が表示部４ａに表示
された画像上において測定したい面（測定面）１００の一部１０２を選択することにより
行われる。このとき、作業者は、表示部４ａに表示された画像上において測定面１００の
任意の１点を指示してもよいし、測定面１００の任意の範囲を指示してもよい。図７（ａ
）および図７（ｂ）に表した例では、作業者は、測定面１００の一部１０２として任意の
１点を指示している。
【００６７】
　続いて、ステップＳ１２において、演算制御部１９は、モータドライバ１６によりモー
タ４２ａ，４２ｂを個別に制御し、測定面１００において測定光２３の走査軌跡Ｔ１を円
とするスキャン（円スキャン）を行う。すなわち、演算制御部１９は、偏向部３５を制御
することにより、測定光２３の射出方向を基準光軸Ｏに対して偏向するとともに所定の中
心に対して周方向に測定光２３を走査する。そして、演算制御部１９は、パルス光毎に測
距を行うことで測定光２３の走査軌跡Ｔ１上の各測定点の測距データを測距演算部１３を
介して取得し記憶部２０に格納する。このときの偏向部３５の偏向作用、スキャン作用に
ついて、図６を参照してさらに説明する。
【００６８】
　なお、図６では説明を簡略化するため、光学プリズム３６ａ，３６ｂについて、プリズ
ム要素３７ａ，３７ｂとプリズム要素３８ａ，３８ｂとを分離して示している。また、図
６は、プリズム要素３７ａ，３７ｂ、プリズム要素３８ａ，３８ｂが同方向に位置した状
態を示している。この状態では、最大の偏向角が得られる。また、最小の偏向角は、光学
プリズム３６ａ，３６ｂのいずれか一方が１８０゜回転した位置にある状態のときに得ら
れる。すなわち、光学プリズム３６ａ，３６ｂの相互の光学作用が相殺され、偏向角は０
゜となる。従って、この状態では、光学プリズム３６ａ，３６ｂを経て射出される測定光
２３と、光学プリズム３６ａ，３６ｂを経て受光される反射測定光２４と、は、基準光軸
Ｏと合致する。
【００６９】
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　発光素子２７から発せられた測定光２３は、投光レンズ２８で平行光束とされ、測定光
偏向部３５ａ（プリズム要素３７ａ，３７ｂ）を透過して測定面１００に向けて射出され
る。ここで、測定光２３は、測定光偏向部３５ａを透過することで、プリズム要素３７ａ
，３７ｂによって所要の方向に偏向されて射出される。測定面１００で反射された反射測
定光２４は、反射測定光偏向部３５ｂを透過して入射され、結像レンズ３４により受光素
子３３に集光される。
【００７０】
　反射測定光２４は、反射測定光偏向部３５ｂ（図３参照）を透過することで、受光光軸
３１と合致する様にプリズム要素３８ａ，３８ｂによって偏向される。光学プリズム３６
ａと光学プリズム３６ｂとの回転位置の組み合わせにより、射出する測定光２３の偏向方
向、偏向角を任意に変更することができる。
【００７１】
　従って、演算制御部１９は、発光素子２７よりレーザ光線を発光させつつ、偏向部３５
を制御することにより、測定光２３の走査軌跡Ｔ１を円とするスキャン（円スキャン）を
行うことができる。なお、反射測定光偏向部３５ｂは、測定光偏向部３５ａと一体に回転
していることは言うまでもない。
【００７２】
　さらに、偏向部３５の偏向角を連続的に変更して測定光２３をスキャンしつつ測距を実
行することで測定光２３の走査軌跡（スキャン軌跡）Ｔ１に沿って測距データ（スキャン
データ）を取得することができる。また、スキャン速度、スキャン密度等で定まるスキャ
ン条件について、スキャン速度は、モータ４２ａ，４２ｂ間の関係を維持して、回転速度
を増減することで、増減する。スキャン密度は、スキャン速度と測定光２３のパルス発光
周期との関係を制御することで所望の値に設定できる。
【００７３】
　また、測定時の測定光２３の射出方向角は、モータ４２ａ，４２ｂの回転角により検出
される。そして、演算制御部１９は、測定時の射出方向角と測距データとを関連付けるこ
とで、３次元の測距データを取得することができる。従って、レーザスキャナ３を、３次
元位置データを有する点群データを取得するレーザスキャナとして機能させることができ
る。
【００７４】
　なお、ステップＳ１２において、演算制御部１９は、円スキャンを行うことに限定され
るわけではない。例えば、測定面１００が略水平面であることを前提とする場合には、測
定面１００における任意の１点に関する測距データが取得されてもよい。
【００７５】
　続いて、ステップＳ１３において、演算制御部１９は、測量システム１に対する現場の
測定面１００を把握する。具体的には、演算制御部１９は、見かけの測定面１００の法線
Ｎ１の方向を算出する。例えば、演算制御部１９は、ステップＳ１２において測距演算部
１３により取得され記憶部２０に格納された測定面１００上の点群データに基づいて、見
かけの測定面１００のパラメータを計算し、法線Ｎ１を算出する。
【００７６】
　続いて、ステップＳ１４において、演算制御部１９は、測定面１００におけるグリッド
１１０の間隔Ｄを設定する。演算制御部１９により設定されるグリッド１１０の間隔Ｄは
、測定面１００における実際の距離（実寸）であり、測量システム１からみた見かけの間
隔ではない。グリッド１１０の間隔Ｄは、作業者により入力され設定されてもよく、測定
の分解能や比率などに基づいて設定されてもよい。あるいは、グリッド１１０の間隔Ｄは
、作業者が測定対象物の大きさを入力することにより自動的に算出されてもよい。グリッ
ド１１０の間隔Ｄは、例えば約１ｍ程度に設定される。
【００７７】
　続いて、ステップＳ１５において、演算制御部１９は、測定面１００において間隔Ｄで
等間隔に配置されるライン１１１を有するグリッド１１０を生成する。このとき、グリッ
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ド１１０のライン１１１は、基準方向に平行な成分１１１ａと、基準方向に垂直な成分１
１１ｂと、を含む。このように、演算制御部１９は、ステップＳ１４において設定された
間隔Ｄで等間隔に配置されるライン１１１であって、基準方向に平行な成分１１１ａと基
準方向に垂直な成分１１１ｂとを含むライン１１１を有するグリッド１１０を生成する。
【００７８】
　図７（ａ）および図７（ｂ）に表した例では、演算制御部１９は、基準光軸Ｏの方向を
基準方向に設定している。基準光軸Ｏは、測定光２３の射出方向が偏向部３５により偏向
されていないときの射出光軸２６または受光光軸３１に合致する光軸であり、偏向部３５
の中心を透過する真直な光軸である。そのため、基準光軸Ｏの方向は、測量システム１が
向いている方向に相当する。そして、演算制御部１９は、測量システム１が向いている方
向に基づいて、基準光軸Ｏの方向（基準方向）に平行な成分１１１ａと、基準光軸Ｏの方
向に垂直な成分１１１ｂと、を含むライン１１１を有するグリッド１１０を生成する。
【００７９】
　続いて、ステップＳ１６において、演算制御部１９は、測定光２３の走査軌跡がステッ
プＳ１５において生成されたグリッド１１０のライン１１１を辿るルートを計算する。続
いて、ステップＳ１７において、演算制御部１９は、ステップＳ１６において計算された
ルートに基づいて、測定光２３の走査軌跡がステップＳ１５において生成されたグリッド
１１０のライン１１１を辿るように偏向部３５の偏向動作を制御し、グリッドスキャンを
実行する。
【００８０】
　具体的には、演算制御部１９は、測定光２３の走査軌跡がグリッド１１０のライン１１
１を辿るように偏向部３５の偏向角を連続的に変更させ、測定光２３をスキャンしつつ測
距を実行することで測定光２３の走査軌跡（グリッド１１０のライン１１１）に沿って測
距データ（スキャンデータ）を取得することができる。測定光２３の走査軌跡（グリッド
１１０のライン１１１）に沿って取得された測距データ（スキャンデータ）は、記憶部２
０に格納される。
【００８１】
　また、測定時の測定光２３の射出方向角は、モータ４２ａ，４２ｂの回転角により検出
される。そして、演算制御部１９は、測定時の測定光２３の射出方向角と、記憶部２０に
格納された複数の測定点の測距データと、に基づいて、複数の測定点の３次元座標の集合
体である点群データを取得する。具体的には、演算制御部１９は、測定時の射出方向角と
測距データとを関連付けることで、３次元の測距データを取得する。演算制御部１９は、
取得した点群データを記憶部２０に格納する。
【００８２】
　続いて、ステップＳ１８において、演算制御部１９は、測定を終了するか否かを判断す
る。演算制御部１９は、測定を終了しない場合には（ステップＳ１８：ＮＯ）、ステップ
Ｓ１２に関して前述した処理を再び実行する。一方で、演算制御部１９は、測定を終了す
る場合には（ステップＳ１８：ＹＥＳ）、レーザスキャナ３の測定作動を終了する。
【００８３】
　本実施形態に係る測量システム１によれば、演算制御部１９は、測定面１００を把握し
、測定面１００において等間隔に配置されるライン１１１を有するグリッド１１０を生成
する。グリッド１１０のライン１１１は、基準方向に平行な成分１１１ａと、基準方向に
垂直な成分１１１ｂと、を含む。そして、演算制御部１９は、測定光２３の走査軌跡がグ
リッド１１０のライン１１１を辿るように偏向部３５の偏向作動を制御する。これにより
、本実施形態に係る測量システム１は、例えばコンクリート等の測定対象物の面（測定面
１００）に関する３次元座標の集合体である点群データ（成果物）を測定面１００におい
て等間隔で取得することができる。そのため、本実施形態に係る測量システム１は、測定
面１００に関して均一な検査を行うことができる。また、本実施形態に係る測量システム
１は、測定面１００に関して均一な検査を行うことができるため、取得された点群データ
をそのまま用いてヒートマップ等を作成する場合であっても、可視化が容易なヒートマッ
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プ等を作成することができる。そのため、点群データを取得した後のデータ処理作業にか
かる時間を短くすることができ、後処理作業の時間を含む検査時間の短縮を図ることがで
きる。
【００８４】
　また、演算制御部１９は、偏向部３５を制御することにより、測定面１００において測
定光２３の走査軌跡Ｔ１を円とするスキャン（円スキャン）を行い、測定面１００を把握
する。これにより、演算制御部１９は、測定面１００をより高い精度で把握することがで
き、基準方向に平行な成分１１１ａおよび垂直な成分１１１ｂを含むライン１１１を有す
るグリッド１１０をより高い精度で生成することができる。
【００８５】
　また、図７（ａ）および図７（ｂ）に表した例では、演算制御部１９は、測定光２３の
射出方向が偏向部３５により偏向されていないときの射出光軸２６または受光光軸３１に
合致する基準光軸Ｏの方向を基準方向に設定する。すなわち、基準光軸Ｏは、偏向部３５
の中心を透過する真直な光軸である。そのため、基準光軸Ｏの方向は、測量システム１が
向いている方向に相当する。そして、演算制御部１９は測量システム１が向いている方向
に基づいて、基準光軸Ｏの方向（基準方向）に平行な成分１１１ａと、基準光軸Ｏの方向
に垂直な成分１１１ｂと、を含むライン１１１を有するグリッド１１０を生成する。その
ため、本実施形態に係る測量システム１は、測量システム１が向いている方向（基準光軸
Ｏの方向）に基づいて生成されたグリッド１１０のライン１１１を辿って点群データを測
定面１００において等間隔で取得することができる。そのため、図７（ａ）および図７（
ｂ）に表した例では、水平角検出器５３は、必ずしも設けられていなくともよい。そのた
め、本実施形態に係る測量システム１は、簡易的な構成で、測定面１００に関して均一な
検査を行うことができるとともに検査時間の短縮を図ることができる。
【００８６】
　次に、演算制御部１９により設定される基準方向の変形例を、図面を参照して説明する
。
　以下に説明する変形例において、レーザスキャナ３の測定作動は、図５に関して前述し
たステップＳ１１～ステップＳ１８と同様である。一方で、ステップＳ１５において演算
制御部１９により設定される基準方向が、図７（ａ）および図７（ｂ）に関して前述した
基準方向とは異なる。なお、以下に説明する測量システムの構成要素が、図１～図７（ｂ
）に関して前述した測量システム１の構成要素と同様である場合には、重複する説明は適
宜省略し、以下、相違点を中心に説明する。
【００８７】
　まず、図８（ａ）および図８（ｂ）を参照して、本実施形態の基準方向の第１変形例を
説明する。本変形例では、演算制御部１９は、基準方向の設定を行う際に、測定面１００
に隣接した壁面や柱の側面１５０を選択し、側面１５０の方向Ａ１を把握する。側面１５
０の選択は、作業者が表示部４ａに表示された画像上において側面１５０の一部を選択す
ることにより行われる。このとき、作業者は、表示部４ａに表示された画像上において側
面１５０の任意の１点を指示してもよいし、側面１５０の任意の範囲を指示してもよい。
【００８８】
　具体的には、図８（ａ）および図８（ｂ）に表したように、演算制御部１９は、測定面
１００に隣接した壁面や柱の側面１５０を選択するとともに、モータドライバ１６により
モータ４２ａ，４２ｂを個別に制御し、側面１５０において測定光２３の走査軌跡Ｔ２を
円とするスキャンを行う。そして、演算制御部１９は、パルス光毎に測距を行うことで測
定光２３の走査軌跡Ｔ２上の各測定点の測距データを取得し記憶部２０に格納する。また
、演算制御部１９は、測定光２３の射出方向角と測距データとを関連付けることで、側面
１５０における３次元の測距データを取得する。
【００８９】
　このようにして、演算制御部１９は、側面１５０の方向Ａ１を取得するとともに、側面
１５０の方向Ａ１を基準方向に設定する。その他の測定作動は、図５～図７に関して前述
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したレーザスキャナ３の測定作動と同様である。
【００９０】
　本変形例によれば、演算制御部１９は、側面１５０の方向Ａ１に基づいて、側面１５０
の方向Ａ１（基準方向）に平行な成分１１１ａと、側面１５０の方向Ａ１の方向に垂直な
成分１１１ｂと、を含むライン１１１を有するグリッド１１０を生成する。そのため、本
変形例に係る測量システム１は、測量システム１が向いている方向（基準光軸Ｏの方向）
だけではなく、測定面１００に隣接した側面１５０の方向Ａ１に基づいて生成されたグリ
ッド１１０のライン１１１を辿って点群データを測定面１００において等間隔で取得する
ことができる。そのため、本変形例に係る測量システム１は、測定面１００に関して均一
な検査を行うことができるとともに検査時間の短縮を図ることができる。
【００９１】
　次に、図９（ａ）および図９（ｂ）を参照して、本実施形態の基準方向の第２変形例を
説明する。本変形例では、演算制御部１９は、基準方向の設定を行う際に、測定面１００
に隣接した壁面や柱の側面１５０を選択し、測定面１００を把握するとともに側面１５０
の方向Ａ１を把握する。側面１５０の選択は、図８（ａ）および図８（ｂ）に関して前述
した通りである。
【００９２】
　具体的には、図９（ａ）および図９（ｂ）に表したように、演算制御部１９は、測定面
１００に隣接した壁面や柱の側面１５０を選択するとともに、モータドライバ１６により
モータ４２ａ，４２ｂを個別に制御し、測定面１００と側面１５０との境界１５１を跨ぐ
範囲において測定光２３の走査軌跡Ｔ３を円とするスキャンを行う。そして、演算制御部
１９は、パルス光毎に測距を行うことで測定光２３の走査軌跡Ｔ３上の各測定点の測距デ
ータを測距演算部１３を介して取得し記憶部２０に格納する。また、演算制御部１９は、
測定光２３の射出方向角と測距データとを関連付けることで、測定面１００および側面１
５０における３次元の測距データを取得する。
【００９３】
　このようにして、演算制御部１９は、見かけの測定面１００の法線Ｎ１の方向を算出す
るとともに、側面１５０の方向Ａ１を取得する。そして、演算制御部１９は、側面１５０
の方向Ａ１を基準方向に設定する。その他の測定作動は、図５～図７に関して前述したレ
ーザスキャナ３の測定作動と同様である。
【００９４】
　本変形例によれば、演算制御部１９は、測定面１００を把握と、基準方向の設定と、を
一度の走査により行うことができる。そのため、本変形例では、図５に関して前述したス
テップＳ１２およびステップＳ１３の処理は、必ずしも実行されなくともよく、側面１５
０の方向Ａ１を把握するタイミングと同じタイミングで実行されてもよい。これにより、
検査時間のより一層の短縮を図ることができる。
【００９５】
　次に、図１０（ａ）～図１１（ｂ）を参照して、本実施形態の基準方向の第３変形例を
説明する。本変形例では、演算制御部１９は、基準方向の設定を行う際に、測定面１００
に隣接した壁面や柱の側面１５０と、を選択し、測定面１００に対向した天井面１６０と
、を選択し、測定面１００および天井面１６０を把握するとともに側面１５０の方向Ａ１
を把握する。本実施形態の天井面１６０は、本発明の「対向面」の一例である。天井面１
６０は、本発明の「測定対象物の面」すなわち測定面１００の一例であってもよい。側面
１５０および天井面１６０の選択は、図８（ａ）および図８（ｂ）に関して前述した通り
である。
【００９６】
　具体的には、図１０（ａ）および図１０（ｂ）に表したように、演算制御部１９は、測
定面１００に隣接した壁面や柱の側面１５０を選択するとともに、モータドライバ１６に
よりモータ４２ａ，４２ｂを個別に制御し、測定面１００と側面１５０との境界１５１を
跨ぐ範囲において測定光２３の走査軌跡Ｔ３を円とするスキャンを行う。さらに、演算制
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御部１９は、天井面１６０に隣接した壁面や柱の側面１５０を選択するとともに、モータ
ドライバ１６によりモータ４２ａ，４２ｂを個別に制御し、天井面１６０と側面１５０と
の境界１５２を跨ぐ範囲において測定光２３の走査軌跡Ｔ４を円とするスキャンを行う。
そして、演算制御部１９は、パルス光毎に測距を行うことで測定光２３の走査軌跡Ｔ３上
および走査軌跡Ｔ４上の各測定点の測距データを測距演算部１３を介して取得し記憶部２
０に格納する。また、演算制御部１９は、測定光２３の射出方向角と測距データとを関連
付けることで、測定面１００、側面１５０および天井面１６０における３次元の測距デー
タを取得する。
【００９７】
　このようにして、演算制御部１９は、見かけの測定面１００の法線Ｎ１の方向および見
かけの天井面１６０の法線Ｎ２の方向を算出するとともに、側面１５０の方向Ａ１を取得
する。そして、演算制御部１９は、側面１５０の方向Ａ１を基準方向に設定する。これに
より、図１１（ｂ）に表したように、演算制御部１９は、天井面１６０において間隔Ｄで
等間隔に配置されるライン１１１を有するグリッド１１０を生成することができる。この
とき、グリッド１１０のライン１１１は、側面１５０の方向Ａ１（基準方向）に平行な成
分１１１ａと、基準方向に垂直な成分１１１ｂと、を含む。このように、演算制御部１９
は、間隔Ｄで等間隔に配置されるライン１１１であって、基準方向に平行な成分１１１ａ
と基準方向に垂直な成分１１１ｂとを含むライン１１１を有するグリッド１１０を測定面
１００および天井面１６０において生成することができる。
【００９８】
　本変形例によれば、測量システム１は、測定面１００だけではなく天井面１６０に関し
ても、天井面１６０に隣接した側面１５０の方向Ａ１に基づいて生成されたグリッド１１
０のライン１１１を辿って点群データを天井面１６０において等間隔で取得することがで
きる。これにより、測定面１００に対向した天井面１６０に関しても均一な検査を行うこ
とができるとともに検査時間の短縮を図ることができる。例えば、天井面１６０や壁面な
どの側面１５０に沿って配置された配管の径の測定などのように、測定箇所を絞った検査
を行うことができ、検査時間の短縮を図ることができる。
【００９９】
　なお、演算制御部１９は、基準方向の設定を行う際に、境界１５１と境界１５２との消
失点Ｐ１（図１１（ｂ）参照）を算出し、消失点Ｐ１に基づいて測定面１００および天井
面１６０を把握するとともに側面１５０の方向Ａ１を把握してもよい。これについては、
後述する。
【０１００】
　次に、図１２（ａ）および図１２（ｂ）を参照して、本実施形態の基準方向の第４変形
例を説明する。本変形例では、演算制御部１９は、基準方向の設定を行う際に、ステップ
Ｓ１１（図５参照）において選択した測定面１００の一部１０２とは異なる他の一部１０
３をさらに選択し、測定面１００の方向Ａ２を把握する。本変形例において、一部１０２
は、本発明の「第１点」の一例である。また、他の一部１０３は、本発明の「第２点」の
一例である。
【０１０１】
　すなわち、まず、ステップＳ１１において、作業者は、撮像部１４により取得され表示
部４ａに表示された画像上において、例えばコンクリートの面などの測定対象物の面（測
定面）１００を操作部４ｂを用いて指示する。続いて、ステップＳ１２およびステップＳ
１３において、演算制御部１９は、モータドライバ１６によりモータ４２ａ，４２ｂを個
別に制御し、測定面１００において測定光２３の走査軌跡Ｔ１を円とするスキャンを行い
、測量システム１に対する現場の測定面１００を把握する。これらは、図５に関して前述
した通りである。
【０１０２】
　そして、本変形例では、演算制御部１９は、基準方向の設定を行う際に、ステップＳ１
１において選択した測定面１００の一部１０２とは異なる他の一部１０３をさらに選択す
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る。測定面１００の他の一部１０３の選択（指示）は、作業者が表示部４ａに表示された
画像上において測定面１００の他の一部１０３を選択することにより行われる。演算制御
部１９は、測定面１００の一部１０２と、測定面１００の他の一部１０３と、を結ぶ線の
方向を測定面１００の方向Ａ２として把握するとともに、測定面１００の方向Ａ２を基準
方向に設定する。その他の測定作動は、図５～図７に関して前述したレーザスキャナ３の
測定作動と同様である。
【０１０３】
　本変形例によれば、演算制御部１９は、例えば測量システム１が向いている方向（基準
光軸Ｏの方向）や測定面１００に隣接した側面１５０の方向Ａ１などに関係なく、任意の
成分１１１ａ、１１１ｂを含むライン１１１を有するグリッド１１０を生成する。例えば
、作業者は、基準光軸Ｏの方向や側面１５０の方向Ａ１などに関係なく、意図した測定面
１００の方向Ａ２に基づいてグリッド１１０を生成することができる。そのため、測量シ
ステム１は、任意に選択された測定面１００の一部１０２と測定面１００の他の一部１０
３とを結ぶ線の方向（測定面の方向）Ａ２に基づいて生成されたグリッド１１０のライン
１１１を辿って点群データを測定面１００において等間隔で取得することができる。その
ため、測量システム１は、例えば測定面１００に隣接した側面１５０などが設置されてい
ない現場においても点群データを測定面１００において等間隔で取得することができる。
これにより、測量システム１は、例えば測定面１００に隣接した側面１５０などが設置さ
れていない現場においても、測定面１００に関して均一な検査を行うことができるととも
に検査時間の短縮を図ることができる。
【０１０４】
　次に、図１３（ａ）および図１３（ｂ）を参照して、本実施形態の基準方向の第５変形
例を説明する。本変形例では、演算制御部１９は、基準方向の設定を行う際に、撮像部１
４により取得された画像に基づいて、測定面１００と測定面１００に隣接した側面１５０
との境界１５１と、測定面１００に対向した天井面１６０と側面１５０との境界１５２と
、の消失点Ｐ１を算出する。消失点Ｐ１は、例えば直線検出やＡＩ（人工知能：Artifici
al Intelligence）などの画像処理により算出されてもよい。そして、演算制御部１９は
、消失点Ｐ１に基づいて、測定面１００および天井面１６０を把握するとともに側面１５
０の方向Ａ１を把握する。演算制御部１９は、側面１５０の方向Ａ１を基準方向に設定す
る。
【０１０５】
　本変形例によれば、消失点Ｐ１に基づいて把握された測定面１００および天井面１６０
に関して、演算制御部１９は、側面１５０の方向Ａ１に基づいて生成されたグリッド１１
０のライン１１１を辿って点群データを測定面１００および天井面１６０において等間隔
で取得することができる。これにより、演算制御部が消失点Ｐ１を算出することにより、
測定面１００および天井面１６０に関して均一な検査を行うことができるとともに検査時
間の短縮を図ることができる。例えば、天井面１６０や壁面などの側面１５０に沿って配
置された配管の径の測定などのように、測定箇所を絞った検査を行うことができ、検査時
間の短縮を図ることができる。
【０１０６】
　以上、本発明の実施形態について説明した。しかし、本発明は、上記実施形態に限定さ
れず、特許請求の範囲を逸脱しない範囲で種々の変更を行うことができる。上記実施形態
の構成は、その一部を省略したり、上記とは異なるように任意に組み合わせたりすること
ができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１：測量システム、　２：三脚、　３：レーザスキャナ、　３Ａ：測距部、　４：操作
装置、　４ａ：表示部、　４ｂ：操作部、　５：回転台、　７：レバー、　８：アタッチ
メント、　９：筐体、　１１：測定光射出部、　１２：受光部、　１３：測距演算部、　
１４：撮像部、　１５：射出方向検出部、　１６：モータドライバ、　１７：姿勢検出部
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、　１８：通信部、　１９：演算制御部、　２０：記憶部、　２１：撮像制御部、　２２
：画像処理部、　２３：測定光、　２４：反射測定光、　２６：射出光軸、　２７：発光
素子、　２８：投光レンズ、　２９：第１反射鏡、　３１：受光光軸、　３２：第２反射
鏡、　３３：受光素子、　３４：結像レンズ、　３５：偏向部、　３５ａ：測定光偏向部
、　３５ｂ：反射測定光偏向部、　３６ａ、３６ｂ：光学プリズム、　３７ａ、３７ｂ、
３８ａ、３８ｂ：プリズム要素、　３９ａ、３９ｂ：リングギア、　４１ａ、４１ｂ：駆
動ギア、　４２ａ、４２ｂ：モータ、　４３：撮像光軸、　４４：撮像素子、　４５：フ
レーム、　４６：センサブロック、　４７：第１傾斜センサ、　４８：第２傾斜センサ、
　４９、５０：エンコーダ、　５１：水平回転駆動部、　５２：鉛直回転駆動部、　５３
：水平角検出器、　５４：鉛直角検出器、　１００：測定面、　１０２、１０３：一部、
　１１０：グリッド、　１１１：ライン、　１１１ａ：平行な成分、　１１１ｂ：垂直な
成分、　１５０：側面、　１５１、１５２：境界、　１６０：天井面、　Ｎ１、Ｎ２：法
線、　Ｏ：基準光軸、　Ｐ１：消失点、　Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４：走査軌跡
 
 

【図１】 【図２】
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